
１ 飲食店等に対する要請 (令和３年８月２日～令和３年８月31日）

• 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等（飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用

者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供（利用者に

よる酒類の店内持込を含む。）を取りやめる場合を除く。）に対して休業要請

• 現在、酒類・カラオケ設備の提供停止している店舗は、引き続き、５時～20時までの営業時間短

縮要請

• 時短・休業要請に応じていただいた店舗に対して協力金を交付

詳細は県ホームページに掲載される内容等を御確認ください。

• 以下の措置を要請

従業員に対する検査を受けることの勧奨

入場者の感染防止のための整理及び誘導、発熱、その他の症状のある者の入場の禁止

手指の消毒設備の設置、事業所の消毒

入場者へのマスク飲食の周知、正当な理由なくマスク飲食等の感染防止措置を講じない者の入

場の禁止

施設の換気、アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、利用者の適切な距離の確保

• 全ての店舗へのガイドライン遵守要請（法第２４条第９項）

２ その他の施設（人が集まり飲食に繋がる可能性のある施設）に対する要請等

①時短要請等は下表のとおり

○令和３年８月２日～８月31日
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事業者の皆様へ

②その他措置等（時短要請等以外）については下表のとおり
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時短・休業要請に応じていただいた大規模施設等に対して協力金を交付(詳細は県HPを参照)



３ イベントの開催制限について

収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度

併せて時短営業や参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知の働きかけ【お願い】

※ 既存販売分については適用しない

４ テレワークの徹底等

• 「出勤者数の７割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、テレワークやローテーショ

ン勤務の実施【働きかけ】

• 時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「５つの場面」を避

けるなど、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底【働きかけ】

５ 大学や学校への要請について(～令和３年８月３１日）

学生、生徒へ基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛の呼びかけ

感染防止のための所要の措置を講じること

寮生活、クラブ・部活動など集団行動における感染防止対策の徹底

発熱等の症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう周知の徹底

６ 高齢者施設等への要請

県又は保健所設置市が行う施設従事者へのPCR検査の受検を促すよう要請

③①②共通の要請等については下表のとおり

第39回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部資料（抜粋）

裏面


